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Stlnnary

The integration has been developed in sheltered schools, special classes, and

regular classes in Japan. In recent years the integration has been attempted
in regular

settings in vbicb handicapped children
are taken part･

In this p叩er the situation in ltaly
where all handicapped cllildren

baveもeen

integrated into
regular classes since 1977 are studied togive the information about

the int喝ration.

In Italy the integrated education was legally began
with

foundation･ But scholars

are trying丘eld research
in

order to improvethe situation･ Problems involved inthe

situation would be same in Japan. And the review would be instructive for the

development of the integration in Japan.

は_ じ め に

昭和54年に養護学校義務化が施行されてより,障害児の教育の場が保証されたが,障害

児をもつ親は,健常児と共に教育を受けさせたいと希望している場合が多い｡それと同時

に,教育現場からの声としても,普通教育と特殊教育という形で行われる分離教育に反対

し, ｢可能な限り普通教育から特殊教育を遊離させない｡+等と呼ばれてきている｡障害児

が健常児と交流をもつことは,養護学校義務化以前から文部省もその必要性を認め, ｢交

沈毅育+という形で促進させようとする姿勢を表わしている3)｡こうした障害児と健常児

がかかわりをもつ教育を他に統合教育･共同教育という名で呼ばれる.特に文部省でほ

｢交淀教育+,諸外国では主に｢統合教育+で扱われているが,その意義はほぼ共通に｢障
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害児と健常児,各々に個々の特性に応じた教育を十分に保障しつつ,可能な限り障害児と

健常児が同じ場で教育を受け,共に育ちあうことを目指すもの+である2'｡現在の日本で

紘,以下の様な｢交流教育+の形態があげられる｡

①特殊教育諸学校と普通学校や地域との交流

(教育課程に組まれている運動会や校外学習,組まれていない登下校等)

②特殊学級と普通学級の交流

(学校内の生活;給食,清掃,児童会等,及び一部の教科)

③障害児が普通学級に在籍している場合の交流

(学級内における生活,教科)

以上の三形態からわかるように,現在の教育措置基準によると,障害児は特殊教育諸学校

または特殊学級で教育を受け,障害の程度の軽い者が普通学級で留意して指導される｡し

かし,現状としては,障害の程度にかかわらず,多くの障害児が普通学級に在籍している

ことが報告され10'13',普通学校に障害児を就学させる社会的運動までが生まれている11)12'.

この運動はまさに, ｢障害児はすべて,地域の小･中学校に就学させるべきである+とい

う完全統合論を基本としている｡現在の状況では,完全統合の実施を考える以前に上記の

三形態について研究していく必要がある｡特に,完全統合の一例として形態の三番目にあ

げた｢障害児が普通学級軒こ在籍している場合の交流+について分析するべきであろう.こ

れまでにこの形態についても多くの調査･報告がされてきたが,ここでは,近年完全統合

教育を開始したイタリアの例を紹介することによって,その環競や条件について考えてい

きたい｡

イタリアにおける統合教育

1.法律上の発展

1971年以前は養護学校が義務教育として存在し,そのはとんどが収容施設の形をとり,

親元を離れ,外の環鏡を知らない閉ざされた状態にいた｡この時点においての盲･聾学校

はその役をはたし,各障害を補助する専門的な教育が行われていた｡

1971年 ｢病弱一心身障害児についての発布+ (法的拘束は弱い)

｢義務教育において,対象児童･生徒が重度精神遅滞及び重度身体障害であるた

めにその学級での学習を障害する場合を除いて,すべての対象児童･生徒ほ公

教育の普通学級において教育を受けるべきである｡+

1975年 内閣が統合教育の意義及び実務方法についての調査･検討を開始

1977年 法517条｢障害児ほ普通小･中学校において統合される｡+

これは全ての種類の障害にわたって法的拘束をもつものとなり,実施条件が以下の

様に具体的に示された｡

実施条件

①養護学校及び国公立の障害児の施設を全て廃止する｡

②普通学級の1学級に1人の障害児をおく｡

③普通学級の1学級の児童･生徒数ほ最高20人とする｡
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④各障害児には特別に援助をする教師(以下援助教師と略す)をつける｡この教師

は対象となる障害児ごとに課題をもち,毎日一定時間,その学級に入って障害児

を援助する｡この教師によって,障害児の普通学級への統合が促進される｡当然

ながら,学級担任と共に障害児の教育に携わるのであり,援助教師のみか障害児

の教育をするのではない｡

⑤援助教師について

資格o以前特殊教育諸学校において教師をした経験のある老

｡普通学級の教師経験者

o援助教師として特別に養成された老

1人の援助教師は1人の障害児について遇6時間を限度として担当を認められ,

一定期間4学級4人の障害児を担当するo (一週24時間の教育時間をもつo)

2.現 状(10年間の経過)

(1)アンケートより

1977年より実施された統合教育にイタリアの障害児教育の全てが託されたのであるが,

開始から1984年にわたるまで,実施状況について調査されることほなく,統合教育を法的

に実施したことにとどまってしまった.そこで, 1984年にProf. 氏. Zawalloniによって,

初めて,現状を把捉するために,教育現場において教員を対象にアンケート調査が行われ

た｡ここでは具体的に,教員がこの法的に実施された統合教育に満足をしているか否か,

教育現場においてどのような問題があるのかを明らかにすることを目的として調べられた｡

その結果を以下にあげる｡

〔学級担任にとっての統合教育についての問題点〕

①学級全体での学習計画が計画どうりに実施できないo

②学級の中が障害児に気をつかって常に緊衷状態にある.

③障害児を加えることによって,行動の範囲がせばまり,他の健常児の身体的成長に

影響を及ぼすのではないかと考えられる｡

〔学級担任からみた統合教育の効果的な点〕

①-ソディキャップをもった児童･生徒を互いに援助する場が学級内に存在する｡

②キ1)スト教精神に基づいた博愛心を障害児と共に学ぶことで,学級内の児童･生徒

1人1人に育てることができる｡

〔学級担任の考え〕

｡自分の担当した障害児を成長させるだけの指導能力が不足していたと感じる｡

o統合教育での課題を自己の中で発展することができなかった｡

〔援助教師からみた問題点〕

①統合教育計画は政府から過大評価されている｡

②様々な障害について援助教師が対処しきれない現状である.

③教育計画は1人1人の障害児について詳細に専門的な内容を伴ってたてられるべき

である｡

④統合教育の対象児として,境界線児など,ほっきりした障害を示していない予ども
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を扱った場合に,全体的な能力の低下がみられたことから,こういった子どもを対

象とすることは教育上危険である｡

⑤現場教育においてもった教育上の問題を自分では消化することができずにもちつづ

けたままの状態にいて,大学や学校側の研究の場でそれを指摘されることが多いが,

具体的に解決しない｡

⑥学級担任と援助教師の問において,授業を行う上での協力体制について問題がある｡

〔援助教師の考え〕

｡援助教師ほ研修として普通の教師よりも2年間長く,障害の種類･障害がおこりえ

る原因･能力を促進する方法などを学ぶことを義務とされているが,この研修は理

論が主となり,実習ほ3週間のみという形で具体的に利用できない｡

｡援助教師のみが障害児を担当するという形でほ,障害児が学級内でもつ他の子ども

達とのかかわり等という問題を解決することほできない｡

このアンケート調査後, Prof. R. Zawalloniを中心として,いくつかの研究が始められて

いる｡まず,援助教師の養成方法を変え, 2年間で1-2種類の障害についての専門家と

して養成し(例えば視覚障害児,精神遅滞児を専門に教える),その後に1人の援助教師

が一定期間に4人の子どもを担当するのでほなく, 1人の子どもの担当となり,学級担任

とともに毎日同じ学級で指導をするo つまり, 1学級2担任制を試みている.そして,障

害児ほ,学校の授業のない午後には毎週決められた回数だけ研究所に通い,そこで障害の

種類別にわけられた3-4人の小集団,または個別で障害を寛服するためのセラピー(例

えば,視覚障害児ほ点字に関する指導等)を受ける｡この試みほ,その方法の是非はとも

かくとして,援助教師からの問題点であげた障害の多くの種類に対処できない点,障薯児

についての教育計画の点,学級担任との協力体制の点を支えるものであり,学級担任から

の問題点すべてを助けることとなりえると考えられ実験されている17)o

(2)イタリア紅おける最近5年間の文献より

統合教育について学究者の意見の一致をみたことほ, 1984年にSantelli･Beccegatoが述

べたことに代表される.それほ,イタリアにおいて統合教育ほ哲学的,社会的内容をくん

だだけで実施され, ｢実施+ということのみに注目し,実施に伴う作業上の要素の決定を

おぎなりにしたということであa9'｡ wordel･Cavalli, A.ほ,ここでいう哲学的,社会的

内容とはイタリア人の生活習慣,国家的性格によるもので,カトリック精神を基盤にもつ

ものであり,長所としてほ精神的であり,短所としてほ非科学的な博愛心,共同生活とい

うべきものと述べている17)o ｢Annalidella Pubblica lstrru2;ione+の中でも, Santelli･Bec･

cegatoと同様の意見として,次の様に述べられている. ｢現在の統合教育ほ有効紀行われ

ていない｡つまり,はとんどの学校において目標･目的が整っておらず,いわば『緊急状

態』『一時的』なものといえるo+5)そしてこの中で,統合教育の批判について4点があげ

られている｡

a.養護学校を廃止し,完全統合教育を唯-の改革方法として実施したことほ教育を危

険な方向に導いてしまった｡

b.現在の統合教育ほ表面的｢統合+を意味し 障害児個々についての配慮にかけてい
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る｡

c.都市における統合教育と地方におけるそれは大きな差があり,地方においてほ都市
以上に｢表面的+であり,組織的に行われていない.

d.究極においての急迫状態が教師個々におこっていて,教師個々がもつ希望･理想的

状態へ能力がついていけない｡そして,こうした教師各自ほ自身について厳しく追求

するものの,教師の能力とほ別の場でおこる｡いわゆる障害児を通して学級でおこる

問題に気づく者が少ない｡

ここで述べられている批判と,前述した教師-のアンケート結果ほ,かなり重なりあって

いるとみられ,現場と研究の場での意見の一致がある｡

(3)統合教育の学校視察から

1986年10月下旬にMunich大学でイタリアの統合教育視察のため, Prof･ Dr･ 0･ Speck

団長に筆者らを含めた9人で3校を訪問し,延べ10学級はど観察した｡このうち1校ほ,

前述したアンケート結果からの研究が試験的に行われている学校であった.

1学級12人から20人,その内に障害児が含まれ,法律に適合した形で学級編成が行われ

ていた｡教師は2人で, 1人ほ援助教師,授業時間中ほとんど障害児のそばにいた｡授業

時間と休み時間などを観察していたところ,いくつか興味深い点があげられた｡観察した

学級は,大きく2つの塑にわけられる｡ 1つほ統合失敗型, 1つは統合成功型である｡研

究が試験的に行われている学校でほ,完全二担任制となり,統合成功塑に含まれる｡授業

時間と休み時間などを観察していたところ,いくつか興味深い点があげられたので,統合

失敗型をA学級,成功塾をB学級として,観察状況をあげて分析を表に示した｡

表1統合教育の観察

学級 教師の働きかけ 健常児の行為 障害児の行為 コメント

A

｡教師2人が常に障 o教師からの指示に ｡望むままに行動を 統合教育のマイナス

害児を授業の中心 従い障害児をほめ
する｡

(例,おかしがたベ

たくなると授業中

面を発展させてしま

的存在におく. る｡(形式的) った形で,教師の障

(例,黒板の前で1 ｡教師の見ていない でもたペる) 害児に接する方法で

人だけ実験を行え 場面でほ障害児を ｡援助教師を独占す のあやまった解釈が

る権利をもつ) 無言で拒否するo
る｡

｡休み時間に普通児
集団とかかわりを

みつけられたo両教

o障害児の行動にど (身体的に表現) 師の協力状態もよく

ちらも制限を与え o障害児ほ特別扱い もとうとする時に ないo

ないo 児として認める｡ さけられてしまう

B

｡2人の教師ほ平等 ｡拒否反応,特別扱｡健常児と同じよう 教師が2人とも学級
担任としての意識を
もち(2担任制でなに各児童に接す いといった状況がな行動がとれ,普

る｡ 全くない｡ねをするように努
I

い学級においても)

o授業時間中ほやや ｡障害児が困難を示カをしている. 学級の児童全体をみ-
ながら障害児に注意
をしている｡教師の

障害児に対する態度

障害児に多く接し している場合にはo健常児集団の中に

ているが,ずっと 手助けをするが手入っていき共にあ

そばにいることほ 伝いどうしではなそぷ｡ で,健常児ほ各自の
とるペき態度を学ん
でいるといえる.

しない｡ -いo
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3.学究面から統合教育についての提案

Sante11i･Beccegatoほ1984年に･学校に関係する要因である社会的義務と厳密で責任の

ある選択のできる場にむかって適切な統合教育を行うことが必要であると述べている9,o

この意見の他にも専門家の間において,その概念や義務についての理論など,確実な学問

的方向をもった目的を示すような債向が表れてきた｡この中で統合教育の2つのモデルを

示すことができる｡

A)統合的モデル

このモデルでの統合教育は,障害児と学校,障害児と社会という相互間での適合を必要

とすることに基づいている｡個々の児童はそれぞれ異なった省くことのできない絶対的な

要求をもっていて,その要求をもつことで成長し,学校においてこの要求を受け入れても

らえることができる｡こういった関係から,障害児と健常児が区別されるのではなく,令

子どもがもつ要求,学校で受け入れるベき要求に基づいて行われるのが教育である｡そし

て特殊教育学とは･各子どものもつ要求について,一般の教育学よりもさらに,詳細に適

切に行われるベきである1)｡このモデルにおける教育方法は,障害児のもつ問題の中で学級

を通じて現れるものをとりあげるのである1'9'｡つまり,学級内での障害児の立場,友人

関係に注目し,好ましくない状態を随時取り上げては原因を追求していくことが重要とな

るo子ども1人ひとりほ,多くの場合周囲との関係から問題が明らかになることがあり,

環競を無視して個人のもつ問題を取り上げることほ現実にそぐわないものである｡同時に,

環貨と関係した問題の1つ1つほ,静止的,孤立的な状態におかれたものでほなく,周囲

から刺激を受仇わずかながらも常に変容をしているものと考えられる1'9'｡その点から

考えても,学習と社会性は分けて考えることはできない｡ここでの教師の課題ほ,各子ど

もが潜在的にもっている発達領域を個別化し,それに基づいて学習プログラムを作成する

のである｡どの子どもにもプログラムによって能力をのぱす機会が与えられ,個人の経験

を通して発達の理論を裏づけされた心理面,情緒面での成長が約束される｡つまり,教師

ほ機能的なコミュニケーションや体系を叡みたてる作成者であり,各子どもが,そういっ

たコミュニケーションや体系の中に絶対的な位置をもつのである9'.そして教師ほ,個々

の子どもの最終的結果ではなく,その結果に到達するまでの過程を整えることに注目すべ

きである1)｡このモデルにおいて,統合教育は｢目的+ではなく,子ども達の学校生括に

おこる様々な問題と同様に,授業の媒体･手段として理解される1'｡ (図1)

B)作業的モデル

ここでほ授業を行う際に各々の子どものもつ異なる可能性に適応させた形ですすめてい

かなければならない｡そして,障害児ほ特別な教育を受けることによってより明確に,港

在する能力をのばしていくべきであるとし,そういった特別教育が障害児と健常児のコミ

ュニケーションを進軌統合教育を可能にするのであるo この特別な教育とは,多く医学
的な処置による回復を目標としている19'｡

従来の｢閉じた学級シュマ+ほここにおいては否定され, ｢開かれた学級+が定義され

ているo これほ具俸的にほ, 1つの学級内部において様々な授業料日の能力的標準によっ

てわ狩られた集団をおき,__その集団ごとの活動がされることを重要とする.つまり,数学
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図1 統合的モデル

においてほ,上級･中級･初級のようにわけ,

テーマ別集合

㊨

㊨

㊨
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T･･-･教 師, N-･-健常児

M･-障薯児

囲2 作業モデル

絵画ではイメージによる絵画グループ,写

真画グループといったように明らかに障害児が健常児に劣る部分では,それなりの位置に

おいて障害児に要求されるべき教育を与え,芸術的な面でほ能力というよりほ異なるテー

マをもって健常児とともに集団をわける19'.この構造においては,学級という全ての科目

を同じ仲間で行う形ほ消え,学級とはちがった科目別集団によって学校が運営される｡つ

まり,障害児は1つの学級に委託されるのではなく,学校全体に委託されるのである19'.

こういった方法様式によって,普通教育において特殊教育が適用されるのである｡子ども

1人ひとりについての時間計画がたてられ,それほ各子どもの欲求に応じたものとなる.

たいていの場合,障害児にとってあるきまった集団が主な位置をしめることとなり,その

他の集団でも様々な方法･様式によって障害児が集団で孤立することを防ぐことができるo

例えば,ある集団で, 1人の障害児が他の健常児よりも発達を少なく示したとしても,也

の集団においてその分をとりもどすことができるのである.この教育モデルのためには,

従来と全く異なる教育組織が要求される｡特に,教師の資格をわけて考えるということが

重要で,多くの教師が異なる専門分野の資格をもつ必要がある｡ (図2)

4.考 察

イタ.)アをこおける統合教育は,改革の余地が多く残されているものの,法的基礎をもっ

た実施条件(②-⑤)は高く評価できる｡確かに,普通学級において障害児を教育する形

であれば, 40-50人の学級人数では多すぎる上, 1人の教師ではとても障害児に留意する

ことはできない｡援助教師制度ほ,統合教育の第1段階として重要な試みであると思える｡

1つの学校内で援助教師が何人かの子どもを担当するということほ, 1つの学校内に何人

かの援助教師がいるということも考えられ,援助教師という立場ほ孤立したものにほなら

ないであろう｡しかも,学級担任とのつながりも必然であることから,日本の特殊学級数
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師が受ける｢普通学級教師から特殊教育への無理解+は少ないであろう｡だが, 1日に4

人の障害児を一定時間だけ援助するのでは,特殊教育の性質上,子どもに有効な教育をす

ることほむづかしい｡この点においてほ,アンケート調査後に研究として試みられている

1学級2担任昔[]j5ミもっとも有効であるoこの他にも援助教師については専門化が試みら九

ているが,これについては少々異論がある｡援助教師を1-2種類の専門でかためてしま

つた場合にほ･重複障害をもった子ども達に対して配慮することができるのであろうか.
専門の1つに重複障害という項目はあるのかという点である｡無晴な専門化よりも,担当

すべき子どもの障害にあわせた専門化の方が役立つのではないかと思える｡

ここでのアンケート結果と日本でもよく耳にすることとして,教師側からの｢どのよう

に指導するべきかがわからない｡方法を具体的に知りたい｡+という声があるが,これほ,

教員養成の上で求めるペき内容であるとは思えないo一般的な概念を知り,短期間でも実

習を行うことで;障害児にかかわる教師としての枠組みを作る.そして,教育内容等ほ教

育現場で担当する1人ひとりの子どもについて考え工夫していくことで充実していくので

あるo自己による充実感に限界を感じた段階で,再び理論的育景を整えたり,教師間の考

えの交流を行ってい桝ごよいのであり,最初の養成時期に既成のプログラムや方法論を与

えすぎるのは,子どもにとってほ迷惑な状態になりえる.実際に,イタリアでは統合教育

を成功させている学級もあり,表1からもわかるように,教師の考え方や態度のとり方が

重要である｡

統合的モデルと作業的モデルの2つは,これまで他の諸外国でみられない新しい統合教

育の形態というよりほ,新しい学校教育の形態であるといえる｡つまり,現状の学校組織,

教育方法を用いている限り,交淀教育では常に障害児がリソース･ルームや通級の特殊学

級といった特別の指導を受ける特別な立場の児童･生徒でなければならないが,このモデ

ルにおいてほ健常児と同じ立軌こいられるのであるo今後においてほ,単に障害児をとり

あげた形での交淀教育を考えるのではなく,教育全体の変容を求めた上で,障害児を健常

児と共に扱う立場で交淀教育を考えることが課題となる.

日本で行われていない完全統合教育の一例としてイタリアの統合教育の形塵とその問題

点,発展性について述べてきた｡イタリアの援助教師方式と似た巡回教師方式が以前日本

で挙げられたことがあり,その際にほ｢1学級30名程度が妥当+などといわれてきた｡し

かし,この巡回教師方式は制度化されていないために,その是否についての報告がみあた

らない｡だが,日本国内においては,各都道府県,または市町村によって, 1学級20-30

名として障害児を入れて授業を試験的に行い,大きな成果をあげている現状が実際にほあ

るが,法的に辻凌があわないとして発表を避けている状態であるので実に残念である｡イ

タリアの国家の性格とちがう日本国家において,法律を変えながら教育方法を変えていく

ということは,実に長期間を要することが予耕される｡しかし,昭和54年からの養護学校

義務化に反対している民間の運動は,これまで以上に交流教育を発展させる原動力となり

えるであろう｡
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ま と め

これまで述べてきたことから明らかになった点は次のようであるo イタリアにおいて,

統合教育ほ法律的基礎をもって始められたが,この教育を発展,改革していく理論的背景

がかなり遅れ,約10年経過した現在においても学究的理論ほ現場に全く反映されず紅いた｡

そこで教育現場へのアンケート結果を参考として,即実行できる研究が試験的に行われ始

めた｡学究面での捷案では,現在実施されている統合教育と比較するとかなり程度の高い

モデルがあげられ,現実的な援助となるのはむづかしいようである｡しかし,完全統合が

実施された時の様に,試験的にモデルが実施されてよい結果をもたらした場合には,その

モデルをす(oに現状に取り入れるという柔軟な姿勢がイタリア政府にはみられることと,

理論がより現実に促した面で役立ってきた場合にほ,法律において条件が整えられている

点は重要な基盤となることから,イタリアの統合教育は大きく発展できると思われる｡

イタリア完全統合教育を日本で実施することはまず不可能であるが,ここで明らかにさ

れた問題点と様々な条件は,今後の日本の交流教育の参考となるであろう｡
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